
 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 地域とともにある学校づくりを目指して ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
大田区では、学校を地域で支える仕組みとして「地域教育連絡協議会」と「学校支援地域本部」

が設置されていますが、制度上両者に連携体制はありません。 

２ これまでの学校支援体制 

学  校 

学校を地域で支える仕組み 

制
度
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、
連
携
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平成 17 年度～ 
（目的）学校運営の支援と地域教育

の振興 
（組織）自治会・町会、PTA、 

民協、学校支援地域本部、 
青少対、保護司等 

（主な役割） 
    学校運営への助言、 
    学校関係者評価等 

平成 21 年度～ 
（目的）具体的な教育活動の支援 
 
（組織）地域コーディネーター 
    学校支援ボランティア 
 
（主な活動） 

学習支援、緑づくり等環境 
整備、登下校の見守り等 

 

 

３ 大田区におけるコミュニティ・スクール（ＣＳ） 

※ 学校運営協議会を導入した学校は、「地域教育連絡協議会」を発展的解消する。 

※「学校支援地域本部」を「地域学校協働本部」へ名称変更する。 

【目指す姿】 

１ 学校・家庭・地域の連携・協働により、未来を担う子どもの成長を育むＣＳづくり 
学校運営のビジョンを学校・家庭・地域が共有し、子どもの成長を地域全体の課題として取り組む仕組み 

２ 地域の特色を活かしたＣＳづくり 
   各学校と地域の特色を活かした仕組み 

３ 持続可能な学校運営に向けたＣＳづくり 
   安定した協議の中で持続可能な仕組み 

４ 地域学校協働本部との一体的なＣＳづくり 
ＣＳと地域学校協働本部が、相互にパートナーとして支え合う仕組み 

５ 学校・家庭・地域がつながる、学校を核としたＣＳづくり 
   学校を核とした新たなコミュニティ創出の仕組み 

【期待される効果】 
１ 学校 

  ・ 地域の多様な人材活用による、特色のある学校運営の実現 
  ・ 地域の方々の新たな発想による課題解決 

  ・ 教職員の働き方改革につながる、地域による教育活動の支援  

２ 地域 
  ・ 防災活動や地域行事への参加等による、地域活性化の促進 

  ・ 地域における世代間交流の促進、やりがいの創出 

  ・ 地域への愛着を生み、将来の地域の担い手を育成 
３ 家庭 

  ・ 充実した学校生活を送る、子どもの生き生きとした姿 

  ・ 地域に支えられ、子育てしやすい安心感 
  ・ 地域交流等による、親子での地域参加 

※特定の教職員についての 
意見の申出はできない 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の推進について 

 

・コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、学校と地域住民等が力を合わせて、子ど

もたちのより良い環境づくりに取り組む「地域とともにある学校」を目指すための仕組み。 

・学校運営協議会は、地域住民や保護者などから構成され、学校の運営について意見を述べた

り、基本的な方針を承認したりすることができ、地域の声を活かし、地域と一体となって特色

ある学校づくりを進める。 

＜背景＞ 

・近年、急激な社会の変化に伴い、子どもたちを取り巻く状況や学校が抱える課題は、ますます

複雑化・多様化。 

・いじめや不登校児童生徒数の増加など、多様な児童生徒及び保護者等への対応が必要。 

・地域においても家族形態の変化や価値観・ライフスタイルの多様化により、地域社会のつなが

りが希薄化。 

＜経緯＞ 
・平成 16 年度：「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、地域の特色を生

かした学校運営を目的としたコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）
創設。 

・平成 29 年度：地教行法改正。コミュニティ・スクール設置の教育委員会努力義務化。 

・令和３年度 ：モデル事業実施（５校）、大田区学校運営協議会規則策定。 

・令和４年度 ：コミュニティ・スクール（ＣＳ正式導入（５校） 

・令和５年度 ：９校がコミュニティ・スクール（ＣＳ）を導入（10 月現在） 

※参考 令和４年５月１日現在、全国で 15,221 校がＣＳを導入（導入率 42.9％）。 

【学校運営協議会の主な役割】 

（１）校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること 

（２）学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができること 

（３）教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、教育委員会に意見を述べること

ができること 

１ コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）とは？ 

今後は、地域と学校の連携・協働に向けて、効果を検証しながらコミュニティ・スクールを推進してまいります。  

大田区教育委員会事務局 教育総務部教育総務課 電話 5744-1447 ＦＡＸ5744-1535  


